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「新型コロナウイルス感染症対策のための学生生活ハンドブック」 

（２０２０年６月２２日） 

第  １  版 

 

   

 

 本校では、７月６日より遠隔授業では実施が困難な実験・実習科目から対面授業を段階

的に開始します。しかしながら新型コロナウイルス感染症に対する感染の脅威がなくなっ

たわけではありません。学内での感染・感染拡大を未然に防ぐために、学生の皆さんには

感染症対策を引き続きお願いします。 

 学校を皆さんにとって安全な場所とし、安心して活動できる場所にすることを目的とし

てこのたび「学生生活ハンドブック」を作成いたしました。 

安心した学生生活を送るためには、学生の皆さん一人ひとりの正しい理解と的確な行動

が不可欠です。ハンドブックの内容を確認し、内容の遵守をお願いします。  
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  毎朝登校前に検温による健康状態の確認を行い、「発熱等の風邪症状」がある場合には、

学生課教務係へ連絡のうえ、登校を控えて自宅で休養すること（自宅で休養している期

間は公欠として扱います）。また「健康状態確認フォーム」にその日の最初の授業開始 30

分前までに当日の健康状態を必ず入力すること。「健康状態確認フォーム」への入力をし

なかった場合は、感染拡大防止の観点から教室に入室できません。従って日頃から「健

康状態確認フォーム」への入力を習慣づけること。 

 

（２）感染防止のために持参するものについて 

 

  登校にあたっては、マスク、ハンカチ、ティッシュを持参すること。また、登校後の

健康状態の把握のために可能であれば体温計を持参するようにしてください。 

  使用済みのマスク類は教室に放置せず、自宅や寮に持ち帰り、適切に処理（廃棄、洗

濯）すること。校内のゴミ箱へのマスクの廃棄は禁止とします。 

 

３ 通学にあたって 

 

  通学で電車・バス等の公共交通機関を利用する場合は、車内ではマスクを着用し、極

力会話を控えるようにすること。 

 

４ 学校生活における基本的事項 

 

（１）マスクの着用 

  校内では、必ずマスクを着用すること。ただし、屋外での体育活動や、気候の状況等

により熱中症などの健康被害が発生する可能性が高い場合には、マスクをはずすこと。

その際は、換気をし、お互いに十分な距離を保つようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（もしマスク装着が辛くなったら）  

これから気温が上がってきますと、マスクの装着が嫌に感じることが出てくると思います。天候にもよりま

すが、昼休みなどは建物の外に出て、近くに人がいないことを確認した上でマスクをはずしてリラックスする

のも良いでしょう。 

 教室内でマスク装着が辛くなり外してしまったら、会話は控えましょう。急に咳やくしゃみをしたくなった

場合に備えてハンカチやタオルを手元に用意しましょう。咳やくしゃみをするときはハンカチやタオルで口全

体を覆うようにしましょう。 
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  ・ 会話をする際には、可能な限り真正面は避けること。 

・ 休み時間や放課後等にドアノブ、手すり、スイッチ、黒板周りなどを消毒するこ

と。 

  ・ 使用する机やパソコン等については各自でこまめに消毒すること。   

  ・ 消毒で使用したティッシュ等は、燃えるゴミ専用のゴミ箱に廃棄すること。 

  ・ 授業中の学習活動については、担任や各科目担当の先生の指示に従うこと。 

  ・ 担任や各科目担当の先生から特に指示や許可がない限り、他教室等へ立ち入らな

いこと。 

  ・ 実験や実習科目では、使用する施設や学科によるガイドラインが別途示されます

のでそれに従って行動すること。 

② 休み時間 

  ・ 多くの人が利用する場所、物を使用した場合、使用後の手洗いを励行すること。 

  ・ トイレ使用時に消毒できるような器具が備え付けられている場合は、それを利用

すること。 

  ・ ロッカーや更衣室等を利用するときは、多人数が一斉に使用しないこと。あらか 

じめクラスの中で相談して使用する順番を決めるなど多人数にならないように 

工夫し、密集しないように注意すること。着替えなどが終わったら速やかに 

退出すること。 

 ③ 昼休み 

 当面の間は校内における食事は原則として禁止しますが、後日、学内で食事が可能

となったときには以下のことを遵守すること。 

  ・ 食事前は、手洗いを行うこと。 

  ・ 教室等の換気を徹底すること。 

  ・ 食事時は対面ではなく、横並びに座ること。 

  ・ １ｍ以上の身体的な距離を確保すること。 

  ・ 食事する際には、食事中の会話や談笑は控えてすみやかに食事をすませること。 

  ・ 生協の購買や食堂を利用するときには、生協が定めるルール等を遵守すること。 

④  保健室の利用 

  ・ 感染防止の観点から保健室の利用は、怪我等に限ります。 

  ・ 体調不良のときは、保健室で確認を受けた後、速やかに下校（帰寮）して自宅等

で静養すること（自宅で休養している期間は公欠として扱います）。 

  ・ 体調不良のため保健室で休養を取ることは原則として不可とします。体調不良の

ため自力で帰宅できない場合、保護者が迎えに来るまで、他の学生と接触しない場

所で待機すること。   

  ・ 体調不良の際、検温等は保健室前のスペースにて行うこと。 
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⑤  授業終了後 

    授業終了後は速やかに帰宅・帰寮すること。教員から指導を受ける場合でも 17 時を

目途に帰宅・帰寮すること。 

 

５ 課外活動について 

 

  課外活動については当面の間は禁止します。再開についてはあらためてお知らせしま

す。 

 

６ 海外渡航や感染リスクの高い場所等への外出について 

 

  海外渡航について、当面の間は、原則として禁止します。感染リスクの高い場所等へ

の外出を控えること。また、厚生労働省や公的機関が発出する情報に基づき日頃からの

感染症対策に努めること。 

 

７ 新型コロナウイルスに感染したとき等の公欠の扱いについて 

 

  学生の皆さんが、新型コロナウイルスに感染した、又は感染者の濃厚接触者として特

定されたとき、あるいは、発熱等の風邪症状により自宅で静養する期間は、公欠として

取り扱います。「新型コロナウイルス感染症による公欠願」を登校できるようになってか

ら１週間以内に学生課教務係まで提出すること。感染が判明したときや濃厚接触者とし

て特定されたときには速やかに学生課教務係(TEL 0743-55-6033)まで連絡すること。 

 

８ 学生支援センターへの相談について 

 

  学生生活で心配事や相談事があれば、学生支援センターの相談窓口にお気軽にご相

談ください。詳しくは本校ホームページ等でご確認ください。 

 

 

９ 人権への配慮について 

 

  学生、教職員、その家族が感染者あるいは濃厚接触者となった場合、偏見や差別が

生じないように配慮すること。 

 

 


